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平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

第
三
千
五
百
七
十
三
号

増

刊

①

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
四
号
・
第
五
号
）

○
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
等
に
関
す
る
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
医
療
保
険
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
肥
料
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
経
営
技
術
支
援
課
）
…
…
…
…
…
二

　
　
　
　

告
　
　
　
示
（
第
百
二
十
五
号
）

○
福
岡
県
自
作
農
財
産
事
務
取
扱
交
付
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

 
（
水
田
農
業
振
興
課
）
…
…
…
…
…
二

　

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

 

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
四
号

　
　
　

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

　

（
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
福
岡

県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
第
三
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

二　

削
除　

　

（
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
（
平
成
二
十
一
年
福
岡
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

附
則
第
五
項
の
表
第
二
条
第
一
項
の
項
中
「
条
例
附
則
第
二
項
」
を
「
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調

整
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
年
福
岡
県
条
例
第
六
号
。

以
下
「
平
成
二
十
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
第
二
条
第
二
項
の
項

及
び
第
二
条
第
三
項
の
項
中
「
条
例
附
則
第
二
項
」
を
「
平
成
二
十
年
改
正
条
例
附
則
第
二
項
」
に

改
め
、
同
表
第
二
条
第
三
項
第
二
号
の
項
及
び
第
三
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
の
項
を
削
る
。

　
　

附
則
第
六
項
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め

、
同
項
の
表
第
二
条
第
一
項
の
項
中
「
条
例
附
則
第
三
項
」
を
「
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付

金
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
年
福
岡
県
条
例
第
六
号
。
以
下
「

平
成
二
十
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
第
二
条
第
二
項
の
項
、
第
二

条
第
三
項
の
項
及
び
第
三
条
第
一
項
第
一
号
へ
の
項
中
「
条
例
附
則
第
三
項
」
を
「
平
成
二
十
年
改

正
条
例
附
則
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　
　

附
則
第
七
項
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「

「
条
例
附
則
第
二
項
」
」
を
「
「
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
年
福
岡
県
条
例
第
六
号
。
以
下
「
平
成
二
十
年
改
正
条
例
」
と
い

う
。
）
附
則
第
二
項
」
」
に
、
「
「
条
例
附
則
第
三
項
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
条
例
附
則
第
二

項
」
」
を
「
「
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
平
成
二
十
年
福
岡
県
条
例
第
六
号
。
以
下
「
平
成
二
十
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
平
成
二
十
年
改
正
条
例
附
則
第
二
項
」
と
、
「
平
成
二
十
年

改
正
条
例
附
則
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
年
改
正
条
例
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
、
平
成
二
十
年
改
正
条
例
附
則
第
二
項
」
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
肥
料
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

 

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則
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の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
、
又
は
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
法
第
一
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
。
以
下
「
旧
農
地
法
」
と
い
う

。
）
、
農
地
法
施
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
号
。
以
下
「
施
行
法
」
と
い
う
。
）
及

び
改
正
法
附
則
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
法
附
則

第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
国
有
農
地
等
の
売
払
い
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
六

年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
「
旧
特
措
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
省
所
管
国
有
農
地

等
及
び
開
拓
財
産
の
管
理
、
処
分
等
の
事
務
取
扱
い
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
予
算
の
範
囲
内
で

市
町
村
そ
の
他
の
団
体
（
以
下
「
市
町
村
等
」
と
い
う
。
）
に
交
付
金
を
交
付
す
る
も
の
と
し
、
そ

の
交
付
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
福
岡
県
補
助
金
等
交
付
規
則
（
昭
和

三
十
三
年
福
岡
県
規
則
第
五
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
経
費
の
内
容
）

第
二
条　

前
条
に
規
定
す
る
経
費
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
取
扱
い
に
要
す
る
市
町
村
等
の
経

費
と
す
る
。

　

一　

旧
農
地
法
及
び
施
行
法
の
規
定
に
よ
る
土
地
、
立
木
、
工
作
物
、
権
利
等
の
賃
貸
料
そ
の
他
国

に
対
す
る
支
払
金
の
徴
収
に
関
す
る
事
務

　

二　

旧
農
地
法
の
規
定
に
よ
る
国
有
農
地
等
及
び
開
拓
財
産
の
管
理
に
関
す
る
事
務

　

三　

旧
農
地
法
及
び
旧
特
措
法
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
が
農
業
上
の
利
用
の
目
的
に
供
し
な

い
こ
と
を
相
当
と
認
め
た
国
有
農
地
等
及
び
開
拓
財
産
の
売
払
い
に
関
す
る
事
務

　

四　

旧
農
地
法
の
規
定
に
よ
る
農
業
上
の
利
用
を
行
う
国
有
農
地
等
及
び
開
拓
財
産
の
売
払
い
等
に

関
す
る
事
務

　

第
六
条
を
第
八
条
と
し
、
第
五
条
を
第
七
条
と
す
る
。

　

第
四
条
中
「
様
式
第
二
号
」
を
「
様
式
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
第
三
条
の
次
に

次
の
二
条
を
加
え
る
。

　

（
概
算
払
）

第
四
条　

交
付
金
の
交
付
決
定
の
通
知
を
受
け
た
市
町
村
等
は
、
交
付
金
の
概
算
払
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
概
算
払
請
求
書
（
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
知
事
に
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
適
当
と

認
め
る
と
き
は
、
交
付
金
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
概
算
払
を
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
申
請
事
項
の
変
更
）

福
岡
県
規
則
第
五
号

　
　
　

福
岡
県
肥
料
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
肥
料
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

別
表
４
の
項
中
「別

表
第
１
の
１
の
⑴
の
ケ、
コ
又
は
サ

」
を
「別

表
第
１
の
２
の
⑴
の
ア、
イ
又

は
ウ

」
に
、
「ほ

乳
動
物
由
来
た
ん
白
質

」
を
「哺

乳
動
物
由
来
た
ん
白
質、
家
き
ん
由
来
た
ん
白
質

」
に
改
め
、
「普

通
肥
料

」
の
次
に
「
（５

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。

）
」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
告
示
第
百
二
十
五
号

　

福
岡
県
自
作
農
財
産
事
務
取
扱
交
付
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。
　
　

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日

 

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
自
作
農
財
産
事
務
取
扱
交
付
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
自
作
農
財
産
事
務
取
扱
交
付
金
交
付
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
三
月
福
岡
県
告
示
第
三
百
三
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
及
び
第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

知
事
は
、
農
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下

「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
、
第
五
条
、
第
六
条
又
は
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

５　
牛
由
来
の
原
料
を
原
料
と
し
て
生
産

さ
れ
た
肉
骨
粉
又
は
当
該
肉
骨
粉
を
原

料
と
し
て
生
産
さ
れ
た
普
通
肥
料

　

こ
の
肥
料
に
は、
牛
由
来
た
ん
白
質
が
入
っ
て
い

ま
す
か
ら、
家
畜
等
の
口
に
入
ら
な
い
と
こ
ろ
で
保

管
・
使
用
し、
家
畜
等
に
与
え
た
り、
牧
草
地
等
に
施

用
し
た
り
し
な
い
で
下
さ
い

。

告
　
　
　
示
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第
五
条
　
交
付
金
の
交
付
決
定
の
通
知
を
受
け
た
市
町
村
等
は
、
第
二
条
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
経
費

の
額
又
は
事
業
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
変
更
交
付
申
請
書
（
様
式
第
三

号
）
正
副
各
一
通
を
知
事
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第１号（第３条関係） 

 
第     号 

  年  月  日 
 

 福岡県知事    殿 
 
 

市町村長 氏 名 印 
（その他の団体の名称及び代表者氏名印) 

 
 

     年度自作農財産事務取扱交付金交付申請書 

        
 
   年度において、下記のとおり福岡県自作農財産事務取扱交付金交付規程第２条に

掲げる事務に関する事業を実施したいので、同規程第３条の規定により交付金      
円の交付を申請します。 

 
記 

１ 事業の目的 

  福岡県自作農財産事務取扱交付金交付規程第２条に掲げる事務を実施するため 

 

２ 事業の内容 

  別紙のとおり 
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別紙 

自作農財産事務取扱交付金関係事業計画（事業実績） 

 

１ 対価等徴収関係事業計画（事業実績） 

区    分 

徴収決定見込 

（徴収決定実績） 

収納見込 

（収納実績） 
備  考 

備  考 

件 数 金   額 件 数 金   額 

農地等貸付収入 
件 円 件 円   

       

        入  収  雑

         

        計     合

〔注〕精算報告に当たっては、事業計画を括弧書きで上段に記載すること。以下同じ。 

２ 管理関係事業計画（事業実績） 

（１）国有農地等管理関係の事務の事業計画（事業実績） 

区  分 

管   理 処   分

筆数 数 量 件数 筆数 数 量   

土   地 

筆 ㎡ 件 筆 ㎡   

    

立   木  

㎥ ㎥   

      

建   物  

㎡ ㎡   

      

工 作 物  

㎡ ㎡   

      

   

   

          

合   計             
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（２）開拓財産管理関係の事務の事業計画（事業実績） 

区   分 
管   理 処   分 

備 考
 

地区数 数 量 件数 数 量   

土   地 
地区 ㎡ 件 ㎡   

   

立   木  
㎥ ㎥   

      

建   物  
㎡ ㎡   

      

工 作 物  
㎡ ㎡   

      

  
   

          

合   計           

 

 

３ 収支予算（収支精算） 

 （１）収入の部 

区    分 

本 年 度

予 算 額

(本 年 度

精 算 額)

前 年 度 
予 算 額 

（本 年 度 
予 算 額）

比  較 

備  考 
増 減 

自 作 農 財 産 事 務 
取 扱 交 付 金 

円 円 円 円   

          

市 区 町 村 費           

合   計           
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 （２）支出の部 

区   分 

本 年 度

予 算 額

(本 年 度 
精 算 額) 

前 年 度

予 算 額

(本 年 度 
予 算 額) 

比 較 

備  考 
増 減 

 

  円 円 円 円   

旅 費           

需用費           

役務費           

            

小  計           

 

旅 費           

需用費           

役務費           

            

小  計           

 
旅 費           

需用費           

役務費           

            

小  計           

合    計           

 

４ 事業完了予定年月日 

     年 月 日 
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様式第２号（第４条関係） 
第     号 

  年  月  日 
 福岡県知事    殿 
 

市町村長 氏 名 印 
(その他の団体の名称及び代表者氏名印) 

 
 

     年度自作農財産事務取扱交付金概算払請求書 

        

 
     年   月   日    第   号をもって交付決定のあった標記事業に

ついて、福岡県自作農財産事務取扱交付金交付規程第４条の規定により、金      円

を概算払によって交付されるよう申請します。 
 
 

記 

 
 

事業に要する経費 交付決定額 今回請求額 残  額 

円 円 円 円
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様
式
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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様式第３号（第５条関係） 
第     号 
年  月  日 

 
 福岡県知事    殿 
 

市町村長 氏 名 印 
(その他の団体の名称及び代表者氏名印) 

 
 

年度自作農財産事務取扱交付金変更交付申請書 
 
 
    年  月  日    第   号をもって交付決定のあった標記事業について、

下記のとおり事業内容を変更したいので、福岡県自作農財産事務取扱交付金交付規程第５条

の規定により関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

１ 変更交付申請額 金            円 

 

２ 変更を必要とする理由 

 

３ 変更の内容 

 

４ 事業の完了予定       年  月  日 

 

 
 
〔注〕上記「関係書類」とは、変更前と変更後の内容を比較できるよう様式第１号別紙を用

いて、変更前の内容を括弧書きで変更後の内容の上段に記載したものをいう。 
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様式第４号（第６条関係） 
第     号 

  年  月  日 
 福岡県知事    殿 
 

市町村長 氏 名 印 
(その他の団体の名称及び代表者氏名印) 

 
  

 

      年度自作農財産事務取扱交付金精算報告書 

 
 

年  月  日    第   号に基づき、下記のとおり福岡県自作農財産事 
務取扱交付金交付規程第２条に掲げる事務に関する事業を実施したので、同規程第６条の規

定により報告します。 
 

記  
 

 
〔注〕記の記載要領は、様式第１号の記の記載要領に同じ。 
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
岡
県
自
作
農
財
産
事
務
取
扱
交
付
金
交
付

規
程
（
以
下
「
新
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
度
分
の
交
付
金
か
ら
適
用
す
る

。

　

（
経
過
措
置
）

２　

平
成
二
十
五
年
度
中
に
、
改
正
前
の
福
岡
県
自
作
農
財
産
事
務
取
扱
交
付
金
交
付
規
程
の
規
定
に

よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
は
、
新
規
程
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

３　

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
、
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
な
お
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。


